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「指定通所介護」重要事項説明書 

 

 

 

 

当事業所はご利用者に対して通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供され

るサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象

となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 
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１．「指定通所介護」を提供する事業者 

法 人 名 
シャカイフクシホウジン キヅキフクシカイ 

社会福祉法人 気づき福祉会 

法 人 所 在 地 大阪府摂津市鳥飼下一丁目 13番 7号 

電 話 番 号 

F A X 番 号 

０７２－６５０－３３０１ 

０７２－６５０－３３０３ 

代 表 者 氏 名 役職名 理事長 氏 名 
ヨダ マサシ 

依田 雅 

設 立 年 月 日 平成１０年２月６日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類 

事業所の種類 指定通所介護事業所 

事業所指定日 平成１２年３月２日 

介 護 保 険 

指定事業者番号 
大阪府指定 第 2773700154 

 ※当事業所は特別養護老人ホーム摂津いやし園に併設されています。 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（大阪府指定 第 2773700154号） 
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（２）事業所の名称、所在地等 

事 業 所 名 称 
シャカイフクシホウジン キヅキフクシカイセッツイヤシエンデイサービスセンター 

社会福祉法人 気づき福祉会 摂津いやし園デイサービスセンター 

法 人 所 在 地 大阪府摂津市鳥飼下一丁目 13番 7号 

電 話 番 号 

F A X 番 号 

０７２－６５０－３３０１ 

０７２－６５０－３３０３ 

事業所長(管理者) 役職名 管理者 氏 名 
マツウラ マミ 

松浦 真実 

設 立 年 月 日 平成 12年 3月 2日 

利 用 定 員 1日につき通所介護 35名 

事業所が行ってい

る他の業務 

第 1号通所事業 
 

平成３０年４月 1日指定 

 

大阪府指定 2773700154号 

 

 

（３）事業所の目的および運営方針 

事業の目的 

社会福祉法人「気づき福祉会」が設置する摂津いやし園デイサービスセ

ンターにおいて実施する指定通所介護事業の適正な運営を確保するために

必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看

護職員、介護職員、機能訓練指導員が、要介護状態の利用者に対し、適切

な指定通所介護を提供することを目的とする。 

運営の方針 

1. 指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りそ

の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維

持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な

日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 

2. 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となる

ことの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとす

る。 

3. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス

の提供に努めるものとする。 

4. 事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事

業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サー

ビス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連

携に努めるものとする。 

5. 指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して

適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。 

6. 前５項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準」（平成 24 年大阪府条例第 115 号）に定める内容を遵守し、

事業を実施するものとする。 

３．事業実施地域及び営業時間 

通常の事業の 

実施地域 

摂津市、吹田市、茨木市、高槻市、 

大阪市東淀川区 

営 業 日 
月～土（祝祭日については、平常どおり実施します。）          

ただし、年末の 12月 31日～年始の 1月 3日の間は定休日とします。 

  営 業 時 間 午前 8:30～午後 5:30 

サービス提供時間 午前 9:30～午後 5:00 

 

 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、利用者に対して通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の

職員を配置しています。 
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<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 職員数 指定基準 

（常勤換算） 

１．事業所長（管理者） 1名 1名 

２．介護職員 10名 6名 

３．生活相談員 2名 1.2名 

４．看護職員 2名 1.2名 

５．機能訓練指導員(看護職員と兼務) 3名 1.2名 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所におけ

る常勤職員の所定勤務時間数（例：週４０時間）で除した数です。 

 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

１．介護職員 勤務時間：   午前８：３０～午後５：３０ 

     遅出 午前９：００～午後６：００ 

☆原則として 5名の介護職員が勤務します。 

２．看護職員 勤務時間：   午前８：３０～午後５：３０ 

☆原則として 2名の看護職員が勤務します。 

３． 機能訓練指導員 常時、勤務しております。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額を利用者に負担いただく場合 

があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス〈契約書第 4条参照〉＊ 

 以下のサービスについては、利用料金の大部分（負担割合に応じる）が介護保険から給

付されます 

☆加算対象サービスについては利用者ごとの選択性となります。利用するサービスの種類

や実施日、実施内容等については、居宅サービス計画に沿い、事業所と利用者（代理人

及び身元保証人）で協議したうえで通所介護計画に定めます。 

 

＜サービスの概要＞ 

☆共通サービス 

① 食事の介助（ただし、食事の提供にかかる費用は別途お支払いいただきます。） 

・ 食事の準備、介助を行います。 

・ 当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養ならびに利用者の身体状況

を考慮した食事を提供します。 

・ 利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事を取っていただくことを原則として

います。 

（食事時間）午前１２：１５～午後１：１５まで 

② 入浴 

・ 入浴または清拭の実施をいたします。寝たきりの方でも機械浴槽を使用し入浴する

ことができます。 

③ 排泄 

・ 利用者の排泄の介助を行います。 
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④ 送迎 

   ・ 利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

 

☆ 加算対象サービス 

 以下のサービスは、介護報酬の加算対象となっています。ご利用の際には、加算額の１

割、2割又は 3割を追加料金としてご負担いただきます。 

 

① 入浴介助加算 

・利用者の身体状態に応じた入浴または、清拭を行います。 

 

② 個別機能訓練加算（Ⅰ） 

・個別機能訓練計画書に基づき、身体機能向上及び生活機能向上を目的とした個別機能訓

練を実施いたします。 

 

③ 個別機能訓練加算（Ⅱ） 

・個別機能訓練加算(Ⅰ)に加えて個別機能訓練の内容を厚生労働省に提出し、フィードバ

ックを受けていること 

 

④ サービス提供体制強化加算 

・介護職員の総数の内、介護福祉士（国家資格）を所有する職員の割合に応じて、加算を

算定させていただきます。 

 

⑤ 介護職員処遇改善加算 

・当該指定通所介護事業所の介護職員の処遇改善に関する加算を算定させていただきます。 

 

<サービス利用料金（１回あたり）>（契約書第 6条参照） 

 下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付

費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（上記サービスの利用料金は、利用者

の要介護度に応じて異なります。）（別表２） 

 

☆利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん

お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険か

ら払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償

還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要と

なる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

 

☆利用者に提供する食事に係る費用は別途いただきます。（２）参照） 

 

☆身元保証人は利用者の利用料金等の経済的な債務について利用者と連携して履行義務

を負うことになります。 

 

※介護保険法の改定及び政・省令、条約の変更等による、介護報酬等の改定または利用

者負担の変更等による利用料変更については、国や地方自治体からの告示・通知等の

発出または事業者の説明会等の説明をもって、了承したものとみなします。尚、事業

者の事情による利用料変更については、改めて書面により説明し同意を得るものとし

ます。 
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（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5条、第 6条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者（代理人及び身元保証人）の負担となりま

す。 

<サービスの概要と利用料金> ※料金は消費税を含む。 

① 食事の提供にかかる費用 

 利用者に提供する食事の材料費や調理等およびおやつにかかる費用です。 

 料金：1回あたり ６００円 （昼食 ５５０円 おやつ ５０円）（税込） 

② ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ、ｸﾗﾌﾞ活動  

利用者の希望によりﾚｸﾘｴｰｼｮﾝやｸﾗﾌﾞ活動に参加していただくことができます。 

 利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

③ 複写物の交付 

利用者（代理人及び身元保証人）は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧でき

ますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

1枚につき   ２０円（税込） 

④ 日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で利用者（代理人及び身元保

証人）に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

内 容  

おむつ代 150円（税込） 

写真代（１枚） 40円（税込） 

 ※ 紙おむつ類、バスタオルについては、基本的にご持参していただきます。 

 ※ 入浴タオル、シャンプー、石鹸は園で用意しております。 

   垢すりタオルの必要な方については、ご持参ください。 

 

⑤通常の事業の実施地域を超えて送迎を行った場合、実費相当額を徴収させていた

だきます。 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2か月前ま

でにご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 6条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、利用月のあった月の合計金額により請求いたします。

請求書は、サービス利用明細を添えて利用のあった月の翌月 10 日過ぎに利用者あてに

お渡しいたします。ゆうちょ銀行の自動引落しの手続きをとられた方は毎月２０日に引

落しさせていただきます。現金の場合は２０日までに納入下さい。 

※ お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡しいたしますので紛失のないよう保

管をお願いいたします。 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 7条参照） 

○利用予定日の前に、利用者（代理人及び身元保証人）の都合により、通所介護サービ

スの利用を中止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この

場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

 全体窓口 （連絡先・電話番号）  摂津いやし園 072-650-3301 
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○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し利用者の体調

不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 
当日の利用料金の５０％ 

（自己負担相当額） 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者（代理

人及び身元保証人）の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能

日時を利用者（代理人及び身元保証人）に提示して協議します。 

 

６． 緊急時の対応方法 

利用者に様態の変化があった場合は、医師に連絡する等の必要な措置を講ずるほか、

ご家族様に速やかに連絡します。 

 

７．非常災害対策 

（１） 災害時においては直通電話により、発見時直ちに消防署に通報し、消防署の応援

を得て、対応する。 

（２） 防災設備については消防法に基づき、必要な設備を完備しております。 

（３） 当ホームにおいては、消防署の指導の元、年 2回の訓練を実施しています。 

（４） 日頃の点検等については防火責任者（戸室 絢子）を置き点検させています。 

 

８．衛生管理等 

（1） 指定通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます 

（2） 必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます 

（3） 事業所において感染症の予防及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じます 

  ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をお

おむね 6 か月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します 

  ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します 

  ③従業者に対し感染症の予防まん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します 

 

９．業務継続計画の策定等について 

 （1） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続

的に実施する為の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画（業務

継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます 

 （2） 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。 

 （3） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます 

 

１０．事故発生時の対応 

当事業所が利用者に対して行う通所介護サービスの提供により、事故が発生した場合       

には、速やかに利用者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、当事業所が利用者に対して行った通所介護サービスの提供により、賠償すべき事

故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。 
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１１. 高齢者虐待防止について 

  当事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要

な措置を講じます。 

 虐待防止に関する担当者 中野 恵 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従

業員に周知徹底をはかっています。 

（２） 虐待防止のための指針の整備をいています。 

（３） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（４） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報します。 

 

 身体拘束について 

   当事業所は、原則として利用者に対して身体拘束は行いません。ただし、自傷他害

等の恐れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ

ことが考えられる時は、利用者に対して説明し同意を得た上で、緊急性、非代替性、

一時性に留意して、必要最小限の範囲で行うことがあります。その場合、身体拘束

を行った日時、理由及び態様等について記録を行います。身体拘束をなくしていく

ための取り組みを積極的に行います。 

 

 

 

１２．個人情報の保護について 

  利用者の個人情報は他に漏らしません。ただし、サービス担当者会議等において、課

題分析情報等を通じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情報を、介護支

援専門員や他のサービス担当者と共有するため、個人情報を使用する場合があります。

この場合、別紙の「個人情報の取扱いについて」の内容で使用させていただきます。 

 

 

 

１３．苦情処理の体制及び手順（契約書第 21条参照） 

苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施

し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を

慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、当面及び今

後の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとと

もに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。(時間を要する内容もその旨

を翌日までには連絡します) 
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（１）当事業所における苦情の受付・行政機関その他苦情受付機関 

当事業所に         

おける        

苦情の窓口 

受 付 窓 口 

担 当 者 １ 
職名 生活相談員 

２ 
職名 生活相談員 

氏名 中野 恵 氏名 本荘 剛 

所 在 地 大阪府摂津市鳥飼下一丁目 13番 7号 

電 話 番 号 ０７２－６５０－３３０１ 

ＦＡＸ番号 ０７２－６５０－３３０３ 

受 付 時 間 9：00～17：30（日曜休み） 

第三者委員に  

おける窓口 

第三者委員 中井 幸子 様（民生委員） 

電 話 番 号 ０７２－６５４－４５０４ 

第三者委員  

電 話 番 号  

【摂津市役所 

窓口】 

保健福祉部 

高齢介護課 

所 在 地 大阪府摂津市三島三丁目 1番 1号 

電 話 番 号 06-6383-1111／072-638-0007 

ＦＡＸ番号 ０６－６３８３－９０３１ 

受 付 時 間 午前９：００～午後５：１５（土曜・祝祭日休み） 

【東淀川区役所 

     窓口】 

 

地域保健福祉課 

 

所 在 地 大阪市東淀川区豊新二丁目１番４号 

電 話 番 号 ０６－４８０９－９８５９ 

ＦＡＸ番号 ０６－６３２７－１９２０ 

受 付 時 間 午前９：００～午後５：００（土日・祝祭日休み） 

【吹田市役所 

     窓口】 

福祉保健部 

高齢福祉推進室 

介護保険課 

所 在 地 吹田市泉町一丁目３番４０号 

電 話 番 号 ０６－６３８４－１３４１ 

ＦＡＸ番号 ０６－６３６８－７３４８ 

受 付 時 間 午前９：００～午後５：１５（土日・祝日休み） 

【茨木市役所 

     窓口】 

 

健康福祉部 

介護保険課 

所 在 地 茨木市駅前三丁目８番１３号 

電 話 番 号 ０７２－６２０－１６３９ 

ＦＡＸ番号 ０７２－６２２－５９５０ 

受 付 時 間 午前８：４５～午後５：１５ 

【高槻市役所 

     窓口】 

 

介護保険課 

 

所 在 地 高槻市桃園町２番１号 

電 話 番 号 ０７２－６７４－７１６７ 

ＦＡＸ番号 ０７２－６７４－７１８３ 

受 付 時 間 午前８：４５～午後５：１５ 

【公的団体窓口】 

 

大阪府国民健康 

保険団体連合会 

 

所 在 地 大阪府大阪市中央区常磐町一丁目３番８号 FNビル 

電 話 番 号 ０６－６９４９－５４４５ 

ＦＡＸ番号 ０６－６９４９－５４１７ 

受 付 時 間 午前９：００～午後５：３０（土曜・祝祭日休み） 

大阪府福祉部高齢

介護室 

介護事業者課 

居宅グループ 

所 在 地 大阪市中央区大手前２丁目 

電 話 番 号 ０６－６９４４－７０９９ 

ＦＡＸ番号 ０６－６９１０－７０９０ 

受 付 時 間 午前９：００～午後５：３０（土曜・祝祭日休み） 

※ また、苦情受付ボックスを摂津いやし園デイサービスセンターの受付窓口に

設置しています。 

 

（２）第三者による評価の実施状況 

第三者による評価の実施状況 □ あり  ☑ なし 
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１４．当事業所利用の際の留意事項等 

 

① 発熱等について 

    発熱等の症状があった場合、利用を中止し、受診のお願いをする場合がございます。

またインフルエンザ等、他のご利用者に伝播の恐れがある感染症の症状がある場合は利

用をご遠慮させていただく場合がございます。 

② 設備器具の使用 

    事業所内の設備及び器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用

により破損等が生じた場合は賠償して頂く場合があります。 

③ 喫 煙 

    事業所内は全館禁煙となっております。定められた場所以外での喫煙はお断りいたし

ます。 

④ 迷惑行為等 

    騒音等、他のご利用者の迷惑になる行為、職員に対するハラスメント行為はご遠慮く

ださい。故意又は重大な過失により事業者又は他の利用者等の生命・身体・財物・信用等

を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事

情を生じさせた場合契約を解除となることがあります。 

⑤ 宗教活動及び政治活動等 

    事業所内で他のご利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

⑥ 動物飼育 

    事業所内へのペツトの持ち込みはお断りいたします。 

⑦  医療行為は行いません。 

⑧ 貴重品、多額の現金の持参は紛失、破損等のトラブルになる可能性がある為お控えく

ださい 
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15．重要事項の担当者、年月日 

通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

令和  年  月  日 

法 人 名 社会福祉法人 気づき福祉会 

事 業 所 名 摂津いやし園デイサービスセンター 

所 在 地 大阪府摂津市鳥飼下一丁目１３番７号 

代表者職氏名  役職名 理事長 氏名 依田  雅    印 

管理者職氏名  役職名 管理者 氏名 松浦 真実      

説明者職氏名  役職名 生活相談員 氏名    

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、通所介護サービスの提供開

始に同意しました。 

令和  年  月  日 

利 用 者 

住 所  

氏 名 印 

 

 

令和  年  月  日 

代 理 人  

住 所  

氏 名 印 

 

 

令和  年  月  日 

身元保証人 

住 所  

氏 名 印 

 

 

※この重要事項説明書は、厚生省令第 37号（平成 11年 3月 31日）第 8条の規定に基づき、

利用者及び代理人、身元保証人への重要事項説明のために作成したものです。 

 


